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(57)【要約】
【課題】リーダライトとの間の安定した通信状態を有す
るＩＣ記録媒体を提供する。
【解決手段】ＩＣ記録媒体は、基材１１と、基材１１に
配置され捲回数が３であるコイルパターンと、を含むア
ンテナシート１０ａと、アンテナシート１０ａに接続さ
れて非接触式通信を行うＦｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌ
ｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップ２０と、を有するインレット１
０、を備え、リーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの
範囲であり、リーダライタとの間の通信周波数が１４．
４ＭＨｚ～１６ＭＨｚの範囲において、リーダライタと
の間に通信不能領域を有さない。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、前記基材に配置され捲回数が３であるコイルパターンと、を含むアンテナシー
トと、
　前記アンテナシートに接続されて非接触式通信を行うＦｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉ
ｔｅ－Ｓ　ＩＣチップと、
を有するインレット、
を備え、
　リーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲であり、リーダライタとの間の通信周波
数が１４．４ＭＨｚ～１６ＭＨｚの範囲において、リーダライタとの間に通信不能領域を
有さないＩＣ記録媒体。
【請求項２】
　前記コイルパターンを形成する導電体層の隣接する部分同士の間隔が０．３ｍｍ～０．
７ｍｍの範囲にある請求項１に記載のＩＣ記録媒体。
【請求項３】
　前記コイルパターンを形成する導電体層の幅は、０．５ｍｍ～０．７ｍｍである請求項
１又は２に記載のＩＣ記録媒体。
【請求項４】
　前記コイルパターンを形成する導電体層の厚さは、１０μｍ～５０μｍである請求項１
～３の何れか一項に記載のＩＣ記録媒体。
【請求項５】
　アンテナを用いて非接触式通信を行うＦｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣ
チップを搭載するためのアンテナシートであって、
　基材と、
　前記基材に配置され、捲回数が３であるコイルパターンを有する前記アンテナと、
を備え、
　Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップを搭載が搭載された状態で、リ
ーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲であり、リーダライタとの間の通信周波数が
１４．４ＭＨｚ～１６ＭＨｚの範囲において、リーダライタとの間に通信不能領域を有さ
ないアンテナシート。
【請求項６】
　前記コイルパターンを形成する導電体層の隣接する部分同士の間隔が０．３ｍｍ～０．
７ｍｍの範囲にある請求項５に記載のアンテナシート。
【請求項７】
　前記コイルパターンを形成する導電体層の幅は、０．５ｍｍ～０．７ｍｍである請求項
５又は６に記載のアンテナシート。
【請求項８】
　前記コイルパターンを形成する導電体層の厚さは、１０μｍ～５０μｍである請求項５
～７の何れか一項に記載のアンテナシート。
【請求項９】
　請求項５～８の何れか一項に記載のアンテナシートと、
　前記アンテナシートに接続された非接触式通信を行うＦｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉ
ｔｅ－Ｓ　ＩＣチップと、
を備えたインレット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＣ記録媒体、アンテナシート及びインレットに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、非接触通信を行って情報の読み書きを行う電子式カード（ＩＣカード）等のＩＣ
記録媒体が広く使用されている。ＩＣカードは、交通系、決済系、入退管理系等の多方面
で盛んに利用されており、ＩＣカードの種類も増加している。そのため、ユーザが、複数
種のＩＣカードを持ち歩き、用途に応じてＩＣカードを使い分けること場面が増えてきて
いる。
【０００３】
　ＩＣカードは、基材と、基材に配置されるコイルパターンを有するアンテナと、アンテ
ナを用いて非接触通信を行うＩＣチップと、通信周波数を調整するためのコンデンサを有
するインレットが配置されている。
【０００４】
　通信周波数は、コイルパターンによるインダクタンスＬとコンデンサの容量値Ｃ１とＩ
Ｃチップの内部容量Ｃ２を合計した容量値Ｃを乗算した値に基づいて決定される回路の共
振周波数と一致する。コンデンサの容量値Ｃ１は、製造工程で調整されて、回路の共振周
波数が通信周波数を調整して、通信性能を最適化する。
【０００５】
　ＩＣカードは、リーダライタとの間で非接触通信を行って、ＩＣカードが記憶する情報
が読み取られたり、書き込まれたりする。例えば、ＩＣカードが交通系の場合、リーダラ
イタは、駅の改札ゲートに配置されて、ＩＣカードと非接触通信を行うことにより、改札
ゲートの開閉制御が行われる。
【０００６】
　ＩＣカードとリーダライトとの間の非接触通信は、所定の距離の範囲において安定して
確立されることが求められる。
【０００７】
　ＩＣカードとリーダライタとの間の距離が所定の範囲において、安定した非接触通信が
行えない場合、この所定の距離の範囲は、通信不能領域（ＮＵＬＬ領域）と呼ばれる。
【０００８】
　通信不能領域が生じる要因としては、例えば、コイルパターンで生成される電力が十分
でないのでＩＣチップが動作できないこと、又は、コイルパターンで生成される電力が過
剰なために、ＩＣチップの保護機能が電力を遮断すること等が挙げられる。
【０００９】
　そこで、通信不能領域の発生を抑制するために、コイルパターンの形状又は幅を調整す
ること、磁性体層を基材に積層すること、又は複数のコイル及びアンテナの用いること等
が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００８－２１９６１４号公報
【特許文献２】特開２０１２－１６１０６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　複数のＩＣカードが重ねられていると、ＩＣカードのコイルパターンが誘導結合して、
共振周波数を低下させて、リーダライタとＩＣカードとの間の非接触通信に影響を与える
場合がある。
【００１２】
　そこで、従来のＦｅｌｉｃａ（登録商標）ＩＣチップを搭載したＩＣカードは、複数枚
のＩＣカードを重ねた使用状態におけるコイルパターンの誘導結合による共振周波数の低
下に備えて、ＩＣカードの共振周波数が、リーダライタの発振周波数（例えば、１３．５
６ＭＨｚ）よりも高めに設定されていた（例えば、１７ＭＨｚ）。
【００１３】
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　Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）ＩＣチップを搭載したＩＣカードが複数枚重ねられていると
、ＩＣカードの共振周波数が、誘導結合により、例えば１７ＭＨｚから１５ＭＨｚに低下
して、リーダライタとの非接触通信が行えるようになされていた。
【００１４】
　一方、ＩＣカードの共振周波数がリーダライタの発振周波数に設定されていると、複数
枚のＩＣカードを重ねて使用した時には、ＩＣカードの共振周波数が、例えば１３．５６
ＭＨｚから８～９ＭＨｚに低下して、リーダライタとの間の非接触通信ができなくなる。
【００１５】
　ところで、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）ＩＣチップの一種としてＦｅｌｉｃａ（登録商標
）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップを搭載したＩＣカードが提案されている。
【００１６】
　提案されているＦｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップを搭載したＩＣ
カードの共振周波数は、１３．４±０．５ＭＨｚであり、リーダライタの発振周波数と近
い値に設定されている。
【００１７】
　そこで、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップを搭載したＩＣカード
が、他のＩＣカードと重ねられて使用されると、リーダライタとの間の非接触通信ができ
なくなるおそれがある。
【００１８】
　Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップを搭載したＩＣカードが、他の
ＩＣカードと重ねられて使用され、リーダライタとの間の非接触通信が行えるようにする
には、ＩＣカードの共振周波数の下限値を、１４ＭＨｚ以上にすることが求められる。
【００１９】
　また、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップを搭載したＩＣカードが
、リーダライタが搭載された金属製の筐体（例えば、券売機）内に挿入された状態で使用
される場合には、筐体の影響を受けてＩＣカードの共振周波数が変化するおそれがある。
金属製の筐体によるＩＣカードの共振周波数の影響を受けないようにするには、ＩＣカー
ドの共振周波数の上限値を、１６ＭＨｚ以下にすることが求められる。
【００２０】
　更に、ＩＣカードとリーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲のように、ＩＣカー
ドがリーダライタと近接して配置された場合でも、リーダライタとの安定した通信状態が
確立することが求められる。
【００２１】
　本明細書では、上述した課題を解決しうるＦｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　
ＩＣチップを搭載したＩＣ記録媒体を提供することを課題とする。
【００２２】
　また、本明細書では、上述した課題を解決しうるＦｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ
－Ｓ　ＩＣチップを搭載するためのアンテナシートを提供することを課題とする。
【００２３】
　更に、本明細書では、上述した課題を解決しうるインレットを提供することを課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本明細書に開示するＩＣ記録媒体によれば、基材と、上記基材に配置され捲回数が３で
あるコイルパターンと、を含むアンテナシートと、上記アンテナシートに接続されて非接
触式通信を行うＦｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップと、を有するイン
レット、を備え、リーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲であり、リーダライタと
の間の通信周波数が１４．４ＭＨｚ～１６ＭＨｚの範囲において、リーダライタとの間に
通信不能領域を有さない。
【００２５】
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　また、本明細書に開示するアンテナシートによれば、アンテナを用いて非接触式通信を
行うＦｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップを搭載するためのアンテナシ
ートであって、基材と、上記基材に配置され、捲回数が３であるコイルパターンを有する
上記アンテナと、を備え、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップを搭載
が搭載された状態で、リーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲であり、リーダライ
タとの間の通信周波数が１４．４ＭＨｚ～１６ＭＨｚの範囲において、リーダライタとの
間に通信不能領域を有さない。
【００２６】
　更に、本明細書に開示するインレットによれば、上述したアンテナシートと、上記アン
テナシートに接続された非接触式通信を行うＦｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　
ＩＣチップと、を備える。
【発明の効果】
【００２７】
　上述した本明細書に開示するＩＣ記録媒体によれば、リーダライタとの間の距離が０～
５ｍｍの範囲であり、リーダライタとの間の通信周波数が１４．４ＭＨｚ～１６ＭＨｚの
範囲において、リーダライタとの間に通信不能領域を有さない。
【００２８】
　また、上述した本明細書に開示するアンテナシートによれば、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標
）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップが搭載された状態で、リーダライタとの間の距離が０～５
ｍｍの範囲であり、リーダライタとの間の通信周波数が１４．４ＭＨｚ～１６ＭＨｚの範
囲において、リーダライタとの間に通信不能領域を有さない。
【００２９】
　更に、上述した本明細書に開示するインレットによれば、リーダライタとの間の距離が
０～５ｍｍの範囲であり、リーダライタとの間の通信周波数が１４．４ＭＨｚ～１６ＭＨ
ｚの範囲において、リーダライタとの間に通信不能領域を有さない。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本明細書に開示するインレットの一実施形態を示す図である。
【図２】実施例及び比較例を説明する図である。
【図３】実施例１の測定結果を説明する図である。
【図４】比較例１の測定結果を説明する図である。
【図５】比較例２の測定結果を説明する図である。
【図６】比較例３の測定結果を説明する図である。
【図７】比較例４の測定結果を説明する図である。
【図８】実施例２の測定結果を説明する図である。
【図９】実施例３の測定結果を説明する図である。
【図１０】実施例４の測定結果を説明する図である。
【図１１】実施例５の測定結果を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本明細書で開示するインレットの好ましい一実施形態を、図を参照して説明する
。但し、本発明の技術範囲はそれらの実施形態に限定されず、特許請求の範囲に記載され
た発明とその均等物に及ぶものである。
【００３２】
　図１は、本明細書に開示するインレットの一実施形態を示す図である。
【００３３】
　インレット１０は、リーダライタ（図示せず）との間で、非接触通信を行って情報の読
み書きを行う電子式カード（ＩＣカード）を形成し得る。
【００３４】
　本実施形態のインレット１０は、誘電体である基材１１と、基材１１に配置され、捲回
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数が３であるコイルパターンを有するアンテナ１２を含むアンテナシート１０ａと、アン
テナ１２を用いて非接触式通信を行うＦｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチ
ップ２０と、を備える。ＩＣカード等のＩＣ記録媒体は、低結晶性ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ－Ｇ）樹脂等の熱可塑性樹脂のシートを、インレットの表裏に積層し、熱
プレスをさせることにより接着して作成が可能である。ＩＣ記録媒体としては、ＪＩＳ　
Ｘ　６３０１に準拠するようなＩＣカード、また、ＩＣタグやラベル等が挙げられる。
【００３５】
　基材１１は、第１面（表面）１１ａ及び第２面（裏面）１１ｂを有する。
【００３６】
　図１において、実線が基材１１の第１面１１ａ上のパターン形状を、鎖線が第２面１１
ｂ上のパターン形状を、それぞれ示す。また、アンテナ１２のコイルパターンを形成する
導電体層１２ａ、１２ｂ及び配線パターンを単線で示し、電極のみ幅を有するパターンで
示している。更に、ＩＣチップ２０も、鎖線で示す。
【００３７】
　アンテナ１２は、基材１１の第１面１１ａ上で外形に沿って形成された捲回数が３であ
るコイルパターンを有する。コイルパターンは、導電体層１２ａ、１２ｂにより形成され
る。アンテナ１２は、全体として長方形の輪郭を有する。
【００３８】
　導電体層１２ａは、基材１１の外形に沿って捲回しながら延びており、捲回数が３であ
るコイルパターンを形成する。導電体層１２ｂと、導電体層１２ａとは直接には接続して
いないが、２つの導電体層が配置されて、内側のコイルパターンが形成される。
【００３９】
　導電体層１２ａの一端は、ＩＣチップ２０と接続する電極端子１４ａと接続する。導電
体層１２ａの他端は、第１面１１ａと第２面１１ｂを導通する導通部１３ｂと接続する。
【００４０】
　導電体層１２ｂの一端は、第１面１１ａと第２面１１ｂを導通する導通部１３ａと接続
し、導電体層１２ｂの他端は、ＩＣチップ２０と接続する電極端子１４ｂと接続する。導
通部１３ａと導通部１３ｂとは、第２面１１ｂにおいて、配線１９により接続される。
【００４１】
　電極端子１４ａは、第１面１１ａ上において、第１表面電極１５及び第２表面電極１６
と接続する。
【００４２】
　第２面１１ｂ上には、基材１１を介して第１表面電極１５と対向する第１裏面電極１７
と、基材１１を介して第２表面電極１６と対向する第２裏面電極１８が配置される。第１
裏面電極１７及び第２裏面電極１８は、第２面１１ｂ上において導通部１３ａと接続する
。
【００４３】
　第１表面電極１５及び第１裏面電極１７は、基材１１を挟んで、コンデンサを形成する
。同様に、第２表面電極１６及び第２裏面電極１８は、基材１１を挟んで、コンデンサを
形成する。これらのコンデンサ及びアンテナ１２は、電極端子１４ａ、電極端子１４ｂに
対して、電気的に並列に接続される。
【００４４】
　第１表面電極１５は、離散的に第１裏面電極１７に対向する複数の長方形の小電極を接
続した形状を有し、第１裏面電極１７に対向する複数の小電極それぞれが少量のコンデン
サを形成する。
【００４５】
　同様に、第２表面電極１６は、離散的に第２裏面電極１８に対向する複数の長方形の中
電極を接続した形状を有し、第２裏面電極１８に対向する複数の中電極それぞれがコンデ
ンサを形成する。第２表面電極１６を形成する長方形の中電極の面積は、第１表面電極１
５を形成する長方形の小電極の面積よりも大きい。
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【００４６】
　インレット１０の製造時には、第１表面電極１５が形成する複数の少量のコンデンサ又
は第２表面電極１６が形成する複数のコンデンサのうち、除去する部分に穴加工して残す
コンデンサの個数を変化させて容量値が調整される。このようにして、アンテナ１２の両
端に接続するコンデンサの容量値を調整することで共振周波数が適宜調整される。
【００４７】
　ＩＣチップ２０は、電極端子１４ａ、１４ｂと接続して、基材１１上に配置される。
【００４８】
　本明細書において、アンテナ１２が有するコイルパターンの捲回数が３であることは、
アンテナ１２が、コイルパターンを形成する３つの並んだ導電体層１２ａ、１２ｂの部分
を含んでおり、且つ、４つ以上の並んだ導電体層の部分を含まないことを意味する。
【００４９】
　インレット１０のアンテナ１２が、捲回数が３であるコイルパターンを有することによ
り、リーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲であり、リーダライタとの間の通信周
波数が１４．４ＭＨｚ～１６ＭＨｚの範囲において、リーダライタとの間に通信不能領域
（ＮＵＬＬ領域）が生じないようになされる。
【００５０】
　コイルパターンを形成する導電体層１２ａ、１２ｂの隣接する部分同士の間隔は、０．
３ｍｍ～０．７ｍｍの範囲、特に０．３ｍｍ～０．５ｍｍの範囲にあることが、リーダラ
イタとの間の良好な通信状態を得る観点から好ましい。
【００５１】
　また、コイルパターンを形成する導電体層１２ａ、１２ｂの幅は、０．５ｍｍ～０．７
ｍｍの範囲にあることが、同様の観点から好ましい。
【００５２】
　更に、コイルパターンを形成する導電体層１２ａ、１２ｂの厚さは、１０μｍ～５０μ
ｍ、特に３０μｍであることが、同様の観点から好ましい。
【００５３】
　コイルパターンを形成する各導電体層１２ａ、１２ｂの幅や厚さは、同じであってもよ
いが、異なっていてもよい。
【００５４】
　上述した本実施形態のインレットを有するＩＣカードによれば、ＩＣカードとリーダラ
イタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲であり、リーダライタとの間の通信周波数が１４．
４ＭＨｚ～１６ＭＨｚの範囲において、リーダライタとの間に通信不能領域（ＮＵＬＬ領
域）を有さないので、他のＩＣカードと重ねられて使用されても、リーダライタとの安定
した通信状態が確保される。また、ＩＣカードが、リーダライタが搭載された金属製の筐
体（例えば、券売機）内に挿入された状態で使用されても、リーダライタとの安定した通
信状態が確保される。更に、ＩＣカードとリーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲
であれば、ＩＣカードがリーダライタと近接して配置された場合でも、リーダライタとの
安定した通信状態が確保される。
【実施例】
【００５５】
　以下、本明細書に開示するＩＣカードについて、実施例を用いて更に説明する。ただし
、本発明の範囲はかかる実施例に制限されるものではない。
【００５６】
　（実施例１）
　実施例１のＩＣカードを、以下に説明するように製造した。基材として、厚さが３８μ
ｍのＰＥＴを用いた。第１面上には、アルミニウムを用いて、厚さ３０μｍで、導電体層
及び電極及び配線が形成された。第２面上には、アルミニウムを用いて、厚さ１０μｍで
、電極及び配線が形成された。コイルパターンの捲回数は３であった。アンテナの寸法は
、長辺が７１ｍｍであり、短辺が４５ｍｍであった。コイルパターンを形成する各導電体
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層の幅は、０．５０ｍｍであり、コイルパターンにおける導電体層の隣接する部分同士の
間隔は０．３０ｍｍであった。以上のように形成したアンテナシートに対して、Ｆｅｌｉ
ｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップを搭載しインレットを作成した。作成した
インレットの表裏にＰＥＴ－Ｇからなるカード基材を積層、熱プレスを行い厚み７６０μ
ｍとなる、実施例１のＩＣカードを得た。実施例１では、コンデンサの容量を変化させて
、周波数が１３．００～１６．００ＭＨｚの範囲の１４水準の共振周波数ｆのＩＣカード
を用意した。
【００５７】
　（比較例１）
　コイルパターンの捲回数が２であることを除いて、実施例１と同様にして、比較例１の
ＩＣカードを得た。比較例１では、コンデンサの容量を変化させて、周波数が１３．４８
～１５．８２ＭＨｚの範囲の１３水準の共振周波数ｆのＩＣカードを用意した。
【００５８】
　（比較例２）
　コイルパターンの捲回数が４であることを除いて、実施例１と同様にして、比較例２の
ＩＣカードを得た。比較例２では、コンデンサの容量を変化させて、周波数が１１．６４
～１６．１４ＭＨｚの範囲の１１水準の共振周波数ｆのＩＣカードを用意した。
【００５９】
　（比較例３）
　コイルパターンの捲回数が５であることを除いて、実施例１と同様にして、比較例３の
ＩＣカードを得た。比較例３では、コンデンサの容量を変化させて、周波数が１１．１２
～１６．１２ＭＨｚの範囲の１１水準の共振周波数ｆのＩＣカードを用意した。
【００６０】
　（比較例４）
　コイルパターンの捲回数が６であることを除いて、実施例１と同様にして、比較例４の
ＩＣカードを得た。比較例４では、コンデンサの容量を変化させて、周波数が１２．５２
～１５．７０ＭＨｚの範囲の９水準の共振周波数ｆのＩＣカードを用意した。
【００６１】
　上述した実施形態１及び比較例１～４のＩＣカードと、リーダライタとの間の通信状態
を測定した。リーダライタとして、ソニー株式会社製ＲＣ－Ｓ４６４Ｂ（アンテナの寸法
：４２．５ｍｍ×２２．５ｍｍ）を用いた。ＩＣカードとリーダライタとの間の距離を変
化させながら通信状態を調べて、エラーが生じない最大通信距離Ｄ及び通信不能領域（Ｎ
ＵＬＬ領域）を測定した。ここで、リーダライタからの問い合わせコマンドに対して、Ｉ
Ｃカードが１００％のレスポンスを行うことができない所定の距離の範囲を通信不能領域
（ＮＵＬＬ領域）と呼ぶ。この説明は、後述する実施例２～５の測定に対しても適用され
る。
【００６２】
　実施例１の測定結果を図３に示す。図３は、ＩＣカードの共振周波数ｆと、その共振周
波数における最大通信距離Ｄと、その共振周波数において通信不能領域（ＮＵＬＬ領域）
が存在する場合には、その距離の範囲を示す。この説明は、後述する比較例及び他の実施
例にも適用される。
【００６３】
　実施例１では、ＩＣカードの共振周波数１３．９８ＭＨｚ及び１４．２４ＭＨｚにおい
て、ＩＣカードとリーダライタとの間の距離が０～５ｍｍを含む範囲に通信不能領域（Ｎ
ＵＬＬ領域領域）が存在するが、リーダライタとの間の通信周波数が１４．３８ＭＨｚ～
１６．００ＭＨｚの範囲においては、ＩＣカードとリーダライタとの間の距離が０～５ｍ
ｍの範囲において、リーダライタとの間に通信不能領域（ＮＵＬＬ領域）は存在しない。
【００６４】
　（比較例１）
　比較例１の測定結果を図４に示す。比較例１では、ＩＣカードの共振周波数１３．７８
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ＭＨｚ、１５．６０ＭＨｚ及び１５．８２ＭＨｚにおいて、ＩＣカードとリーダライタと
の間の距離が０～５ｍｍを含む範囲に通信不能領域（ＮＵＬＬ領域領域）が存在する。
【００６５】
　（比較例２）
　比較例２の測定結果を図５に示す。比較例２では、ＩＣカードの共振周波１４．５４Ｍ
Ｈｚにおいて、ＩＣカードとリーダライタとの間の距離が０～５ｍｍを含む範囲に通信不
能領域（ＮＵＬＬ領域領域）が存在する。
【００６６】
　（比較例３）
　比較例３の測定結果を図６に示す。比較例３では、ＩＣカードの共振周波数１４．９０
ＭＨｚ及び１５．３４ＭＨｚにおいて、ＩＣカードとリーダライタとの間の距離が０～５
ｍｍを含む範囲に通信不能領域（ＮＵＬＬ領域領域）が存在する。
【００６７】
　（比較例４）
　比較例４の測定結果を図７に示す。比較例４では、ＩＣカードの共振周波数１５．３４
ＭＨｚ及び１５．７０ＭＨｚにおいて、ＩＣカードとリーダライタとの間の距離が０～５
ｍｍを含む範囲に通信不能領域（ＮＵＬＬ領域領域）が存在する。
【００６８】
　上述した実施例１及び比較例１～４の測定結果から、アンテナ１２が、捲回数が３であ
るコイルパターンを有することにより、リーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲で
あり、リーダライタとの間の通信周波数が１４．４ＭＨｚ～１６ＭＨｚの範囲において、
リーダライタとの間に通信不能領域（ＮＵＬＬ領域）を有さないことが確認された。リー
ダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲において通信不能領域（ＮＵＬＬ領域）が発生
する通信周波数は、コイルパターンの捲回数の増加と共に増加する傾向が見られた。
【００６９】
　次に、アンテナ１２が、捲回数が３であるコイルパターンを有するＩＣカードにおいて
、実施例１に対して、アンテナの寸法、導電体層同士の間隔を変化させた場合について、
実施例２～実施例５のＩＣカードを製造した。
【００７０】
　（実施例２）
　アンテナの寸法について、長辺を８０ｍｍとしたことを除いては、実施例１と同様にし
て、実施例２のＩＣカードを得た。実施例２では、コンデンサの容量を変化させて、周波
数が１３．６４～１６．１０ＭＨｚの範囲の７水準の共振周波数のＩＣカードを用意した
。
【００７１】
　（実施例３）
　アンテナの寸法について、短辺を６２ｍｍとしたことを除いては、実施例１と同様にし
て、実施例３のＩＣカードを得た。実施例３では、コンデンサの容量を変化させて、周波
数が１３．８４～１５．９８ＭＨｚの範囲の１２水準の共振周波数のＩＣカードを用意し
た。
【００７２】
　（実施例４）
　アンテナの寸法について短辺を６２ｍｍとし、コイルパターンにおける導電体層の隣接
する部分同士の間隔を０．５０ｍｍとしたことを除いては、実施例１と同様にして、実施
例４のＩＣカードを得た。実施例４では、コンデンサの容量を変化させて、周波数が１４
．２６～１６．００ＭＨｚの範囲の１０水準の共振周波数のＩＣカードを用意した。
【００７３】
　（実施例５）
　コイルパターンにおける導電体層の隣接する部分同士の間隔を０．５０ｍｍとしたこと
を除いては、実施例１と同様にして、実施例５のＩＣカードを得た。実施例５では、コン
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デンサの容量を変化させて、周波数が１３．３８～１５．９８ＭＨｚの範囲の１４水準の
共振周波数のＩＣカードを用意した。
【００７４】
　実施例２の測定結果を図８に示す。実施例２では、ＩＣカードの共振周波数１４．０４
ＭＨｚにおいて、ＩＣカードとリーダライタとの間の距離が３～５ｍｍを含む範囲に通信
不能領域（ＮＵＬＬ領域領域）が存在するが、リーダライタとの間の通信周波数が１４．
４８ＭＨｚ～１６．１０ＭＨｚの範囲においては、ＩＣカードとリーダライタとの間の距
離が０～５ｍｍの範囲において、リーダライタとの間に通信不能領域（ＮＵＬＬ領域）は
存在しない。
【００７５】
　実施例３の測定結果を図９に示す。実施例３では、ＩＣカードの共振周波数１４．０２
ＭＨｚ及び１４．２０ＭＨｚにおいて、ＩＣカードとリーダライタとの間の距離が０～５
ｍｍを含む範囲に通信不能領域（ＮＵＬＬ領域領域）が存在するが、リーダライタとの間
の通信周波数が１４．４４ＭＨｚ～１５．９８ＭＨｚの範囲においては、ＩＣカードとリ
ーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲において、リーダライタとの間に通信不能領
域（ＮＵＬＬ領域）は存在しない。
【００７６】
　実施例４の測定結果を図１０に示す。実施例４では、ＩＣカードの共振周波数１４．２
６ＭＨｚ及び１４．３８ＭＨｚにおいて、ＩＣカードとリーダライタとの間の距離が０～
５ｍｍを含む範囲に通信不能領域（ＮＵＬＬ領域領域）が存在するが、リーダライタとの
間の通信周波数が１４．５８ＭＨｚ～１６．００ＭＨｚの範囲においては、ＩＣカードと
リーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲において、リーダライタとの間に通信不能
領域（ＮＵＬＬ領域）は存在しない。
【００７７】
　実施例５の測定結果を図１１に示す。実施例５では、ＩＣカードの共振周波数１３．８
２ＭＨｚ、１４．０２ＭＨｚ及び１４．２２ＭＨｚにおいて、ＩＣカードとリーダライタ
との間の距離が０～５ｍｍを含む範囲に通信不能領域（ＮＵＬＬ領域領域）が存在するが
、リーダライタとの間の通信周波数が１４．４４ＭＨｚ～１５．９８ＭＨｚの範囲におい
ては、ＩＣカードとリーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲において、リーダライ
タとの間に通信不能領域（ＮＵＬＬ領域）は存在しない。
【００７８】
　上述した実施例１～５によれば、リーダライタとの間の距離が０～５ｍｍの範囲であり
、リーダライタとの間の通信周波数が１４．４ＭＨｚ～１６ＭＨｚの範囲において、リー
ダライタとの間に通信不能領域を有さないことが確認された。
【００７９】
　本発明では、上述した実施形態のＩＣカード及びインレットは、本発明の趣旨を逸脱し
ない限り適宜変更が可能である。
【００８０】
　例えば、上述した説明では、インレットには、アンテナシートにＩＣチップが搭載され
ていたが、本発明の権利範囲は、Ｆｅｌｉｃａ（登録商標）　Ｌｉｔｅ－Ｓ　ＩＣチップ
を搭載するためのアンテナシートにも及ぶものである。
【符号の説明】
【００８１】
　１０　　インレット
　１０ａ　　アンテナシート
　１１　　基材
　１１ａ　　第１面
　１１ｂ　　第２面
　１２　　アンテナ
　１２ａ、１２ｂ　　導電体層
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　１３ａ、１３ｂ　　導通部
　１４ａ、１４ｂ　　電極端子
　１５　　第１表面電極
　１６　　第２表面電極
　１７　　第１裏面電極
　１８　　第２裏面電極
　１９　　配線
　２０　　ＩＣチップ

【図１】 【図２】

【図３】
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